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高速増殖原型炉もんじゅの第１回施設定期検査の開始について 

 

高速増殖原型炉もんじゅは、現在、廃止措置作業を実施していますが、平成

３０年１２月１５日から約７ヶ月の予定で第１回施設定期検査を実施します。 

施設定期検査を実施する施設＊は次のとおりです。 

 

(1) 建物及び構築物 

(2) 原子炉及び炉心 

(3) 原子炉冷却系統施設 

(4) 工学的安全施設 

(5) 原子炉補助施設 

(6) 計測制御系統施設 

(7) 電気設備 

(8) タービン及び付属設備 

(9) 放射性廃棄物廃棄施設 

(10) 放射線管理施設 

(11) 発電所補助施設 

(12) その他の施設 

 

＊：原子炉等規制法に基づき、研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に

関する規則の定めるところにより、廃止措置期間中に性能を維持す

べき発電用原子炉施設（性能維持施設）について検査を実施します。 

 

別 紙：高速増殖原型炉もんじゅ 第１回施設定期検査の工程 

以 上 

https://www.jaea.go.jp/04/turuga/jturuga/press/2018/12/p181214-2.pdf

